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問い合わせ先
市立保健センター   （ 23-7134）
　健康増進課 ☎ 31-0214
　地域医療対策室 ☎ 31-0213
　子ども家庭支援課 ☎ 31-1381
子ども福祉課 ☎ 31-0243
美都地域総務課 ☎ 52-2312
匹見地域総務課 ☎ 56-0302
メールアドレス
hoken-center@city.masuda.lg.jp
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マ
ダ
ニ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
！

対�

象
者

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入

し
て
い
る
昭
和
15
年
４
月
２
日

～
昭
和
25
年
４
月
１
日
生
ま
れ

の
方
。（
今
年
度
76
歳
～
85
歳
に

な
る
方
）
た
だ
し
、
病
院
で
長

期
入
院
中
の
方
、
施
設
入
所
中

の
方
は
除
く
。

※ 

対
象
の
方
に
は
5
月
末
に
受
診

券
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

期
間   
12
月
31
日
㈬
ま
で

※
各
歯
科
医
院
の
診
療
時
間
内

料
金    

年
１
回
に
限
り
無
料

健�

診
内
容

歯
の
状
態
・
噛
む
力
、
飲
み
込

む
力
な
ど

※ 

受
診
さ
れ
る
際
は
直
接
歯
科
医

院
へ
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

要
介
護
3
以
上
で
在
宅
介
護
を

受
け
て
い
る
方
は
、
訪
問
健
診

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
方
は
、
保
険
課
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問   
市
保
険
課

　
   
☎
31
・
0
2
1
5

　

マ
ダ
ニ
の
活
動
が
盛
ん
な
春
か

ら
秋
に
か
け
て
は
、
マ
ダ
ニ
に
咬

ま
れ
る
危
険
性
が
高
ま
り
ま
す
。山

や
草
む
ら
な
ど
で
の
野
外
活
動
の

際
は
マ
ダ
ニ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

♢
マ
ダ
ニ
に
咬
ま
れ
な
い
た
め
に

①
肌
の
露
出
を
少
な
く
す
る

② 

長
袖
、
長
ズ
ボ
ン
、
登
山
用
ス

パ
ッ
ツ
等
を
着
用
す
る

③
足
を
完
全
に
覆
う
靴
を
履
く

④
明
る
い
色
の
服
を
着
る

　
（ 

マ
ダ
ニ
を
目
視
で
確
認
し
や

す
く
す
る
た
め
）

⑤
虫
よ
け
剤
を
使
用
す
る

♢
マ
ダ
ニ
に
咬
ま
れ
た
と
き
は

◦ 

無
理
に
引
き
抜
こ
う
と
せ
ず
、

皮
膚
科
な
ど
の
医
療
機
関
で
処

置
（
マ
ダ
ニ
の
除
去
、
洗
浄
な
ど
）

を
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う

◦ 

マ
ダ
ニ
に
咬
ま
れ
た
後
、
数
週

間
は
体
調
の
変
化
に
注
意
し
、

発
熱
等
の
症
状
が
認
め
ら
れ
た

場
合
は
、
医
療
機
関
で
診
察
を

受
け
て
く
だ
さ
い

＊
受
診
時
に
医
師
に
伝
え
る
こ
と

　

①
野
外
活
動
の
日
付　

　

②
場
所

　

③
発
症
前
の
行
動

厚
生
労
働
省
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

「
ダ
ニ
媒
介
感
染
症
」
参
照

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
を

受
け
ま
し
ょ
う
！

歯
と
口
は
健
康
と
元
気
の
源

後
期
高
齢
者

　
歯
科
口
腔
健
診

対
象
者   
40
歳
以
上
の
方

※ 

過
去
に
市
の
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査

を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
方
は
対
象

外
で
す
。

期
間   
令
和
8
年
３
月
31
日
㈫
ま
で

料
金    

５
０
０
円

※ 

生
活
保
護
世
帯
、
左
記
の
節
目
年

齢
に
該
当
す
る
方
は
無
料
で
す
。

※ 

40
歳
の
方
に
は
、
５
月
下
旬
に
無

料
券
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

※ 

40
歳
以
外
の
節
目
年
齢
の
方
は
、

申
込
み
に
よ
り
無
料
券
を
発
行

し
ま
す
。

詳
し
く
は
「
益
田
市
健
康
づ
く
り

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
10
ペ
ー
ジ
を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

問   
市
健
康
増
進
課

　
   
☎
31
・
０
２
１
４

40歳 昭和60年4月2日～昭和61年4月1日
45歳 昭和55年4月2日～昭和56年4月1日
50歳 昭和50年4月2日～昭和51年4月1日
55歳 昭和45年4月2日～昭和46年4月1日
60歳 昭和40年4月2日～昭和41年4月1日
65歳 昭和35年4月2日～昭和36年4月1日
70歳 昭和30年4月2日～昭和31年4月1日
75歳 昭和25年4月2日～昭和26年4月1日

以降、80歳、85歳、90歳…と続きます

【節目年齢】

がんは自覚症状がないまま進行します。
早く見つけるには定期的ながん検診が大切です。

胃がん・乳がん・子宮頸がん

検診日：8月4日㈪　　会場：市立市民学習センター
がんセット検診申込み受付中

検　診 対象者 料　金 受付時間

胃がん 40 歳以上の方 1,100 円 9：00 ～ 11：00
13：30 ～ 14：30

乳がん※ 40 歳以上の女性 2,000 円 9：30 ～ 11：30
13：30 ～ 15：30子宮頸がん※ 20 歳以上の女性 900 円

※ 乳がん・子宮頸がん検診は国の方針に基づき、受診間隔を 2年に1回として
います。

※ 対象者（乳：40歳、子宮：20歳・30歳）には無料クーポン券を送付しています。
有効期限は令和8年3月31日までです。ぜひご活用ください。

定員に達した時点で申込受付を終了しますので、早めの申込みをおすすめします。

申込
締切 7月25日㈮ 申込み・問い合わせ先

市健康増進課  ☎ 31-0214 （平日8：30～17：15）
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　市では「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときに、一時的に暑さをしのぐ場所として
利用できるよう、「指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）」を指定し開放しています。
　利用できる日時・場所は、指定施設が開館している日時および指定した場所のみになります。
暑さを我慢せず、ご活用ください。　　　　　　【問い合わせ先】　市危機管理課　☎ 31-0601

熱中症情報警戒アラート ・ 熱中症特別警戒アラート全国運用中

クーリングシェルターをご存知ですか

―危険な暑さが予想される場合に、暑さへの「気づき」を促し、熱中症への警戒を呼びかけますー

◦ 「暑さ指数」を「気温１：湿度７：輻射熱２」から算出し、
熱中症のリスクが極めて高い暑さ指数 33 以上と予測される
場合に、環境省・気象庁より「熱中症警戒アラート」が発表
されます。

＊ 令和６年４月から、「熱中症特別警戒アラート」が創設されま
した。発表される場合は、過去に例のない危険な暑さが予測さ
れ、人の健康に関わる重大な被害が生じるおそれがあります。

◦ 都道府県ごとにテレビやラジオ、防災無線、SNS を通じて発
信されます。

• 他人事と考えず、暑さから自分の身を守り
ましょう。

• 室内等のエアコン等により涼しい環境で
過ごしましょう。

• こまめな休憩や水分補給・塩分補給をしま
しょう。

• 高齢者、乳幼児等の方は熱中症にかかりや
すいので特に注意し、周囲の方も声かけを
しましょう。

参考： 厚生労働省「熱中症予防のための情報・資料サイト」／環境省作成リーフレット「熱中症警戒アラート全国運用中！」／島根県作成リーフレット「熱中症は予防が大切です」

施設名 開放日 時間帯
市役所本庁舎 １階 多目的スペース 月曜日～金曜日（祝日除く） 8：30～17：15

市立保健センター ２階 市民交流サロン
月曜日～金曜日（祝日除く） 8：30～22：00

土・日曜日、祝日 8：30～17：15

美都分庁舎 １階 ロビー 月曜日～金曜日（祝日除く） 8：30～17：15

ふれあいホールみと １階 ロビー 月曜日～金曜日（祝日除く） 8：30～17：15

匹見分庁舎 １階 相談室 月曜日～金曜日（祝日除く） 8：30～17：15

匹見タウンホール １階 ロビー
月曜日～金曜日（祝日除く） 8：30～17：15
土・日曜日、祝日 8：30～17：15

ホームプラザナフコ　益田北店 月曜日～日曜日 10：00～17：00
㈱イズミ　ゆめタウン益田 月曜日～日曜日 9：00～20：00

このステッカー
が目印

〈指定施設一覧〉

・ 熱中症は室内や睡眠中でも起こる可能性があ
ります。エアコンや扇風機を上手に使いま
しょう。

・こまめに水分・塩分補給をしましょう。
・ 夜寝る前にもコップ 1 杯の水分補給をし、睡

眠中もエアコンや扇風機を活用しましょう。
・ 高齢者や小さい子ども、障がいのある方は、自

分では気づかないうちに進行することがある
のでより一層注意しましょう。

・ クーリングシェルターなど、涼しい場所や施
設を活用しましょう。

・外出時には日傘・帽子を利用しましょう。

➊ ➋

7月は「熱中症予防強化月間」です

熱 中 症 に要注意！

アラートが発表された時は
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